
内

閣

府
、
総

務

省
、
財

務

省
、

○
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
告
示
第
三
号

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環

境

省

総
理
府
、
大

蔵

省
、
文

部

省
、

厚
生
省
、
農
林
水
産
省
、
通
商
産
業
省
、

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
五
十
五
年

令
第
一
号
）
第
三
条

運
輸
省
、
郵

政

省
、
労

働

省
、

建
設
省

第
一
項
及
び
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
三

内

閣

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
大
臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
業
種
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
九
年
七
月
文
部
科
学

経
済
産
業

府
、
総

務

省
、
財

務

省
、

省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
告
示
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

省
、
国
土
交
通
省
、
環

境

省

令
和
二
年
四
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

高
市

早
苗

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

文
部
科
学
大
臣

萩
生
田
光
一

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓



経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

環
境
大
臣

小
泉
進
次
郎

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
二

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
大
臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
業

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
大
臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
業

種
を
定
め
る
件

種
を
定
め
る
件

総
理
府
、
大

蔵

総
理
府
、
大

蔵

厚
生
省
、
農
林
水
産

厚
生
省
、
農
林
水
産

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
五
十
五
年

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
五
十
五
年

運
輸
省
、
郵

政

運
輸
省
、
郵

政

建
設
省

建
設
省

省
、
文

部

省
、

省
、
文

部

省
、

省
、
通
商
産
業
省
、

省
、
通
商
産
業
省
、

令
第
一
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
二
項
の
規

令
第
一
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
三
項
の
規

省
、
労

働

省
、

省
、
労

働

省
、

定
に
基
づ
き
、
財
務
大
臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
業
種
を
別
表
に
掲

定
に
基
づ
き
、
財
務
大
臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
業
種
を
別
表
に
掲

げ
る
業
種
に
該
当
す
る
業
種
と
定
め
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
適
用

げ
る
業
種
に
該
当
す
る
業
種
と
定
め
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。

す
る
。

別
表

別
表

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

略
］

八

細
分
類
二
八
一
四
―
集
積
回
路
製
造
業
、
細
分
類
二
八
三
一
―
半
導

八

細
分
類
二
八
一
四
―
集
積
回
路
製
造
業
、
細
分
類
二
八
三
一
―
半
導

体
メ
モ
リ
メ
デ
ィ
ア
製
造
業
、
細
分
類
二
八
三
二
―
光
デ
ィ
ス
ク
・
磁

体
メ
モ
リ
メ
デ
ィ
ア
製
造
業
、
細
分
類
二
八
三
二
―
光
デ
ィ
ス
ク
・
磁

気
デ
ィ
ス
ク
・
磁
気
テ
ー
プ
製
造
業
、
細
分
類
二
八
四
二
―
電
子
回
路

気
デ
ィ
ス
ク
・
磁
気
テ
ー
プ
製
造
業
、
細
分
類
二
八
四
二
―
電
子
回
路

実
装
基
板
製
造
業
、
細
分
類
三
〇
一
一
―
有
線
通
信
機
械
器
具
製
造
業

実
装
基
板
製
造
業
、
細
分
類
三
〇
一
一
―
有
線
通
信
機
械
器
具
製
造
業

、
細
分
類
三
〇
一
二
―
携
帯
電
話
機
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
電
話
機
製
造
業
、
細
分

、
細
分
類
三
〇
一
二
―
携
帯
電
話
機
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
電
話
機
製
造
業
、
細
分

類
三
〇
一
三
―
無
線
通
信
機
械
器
具
製
造
業
、
細
分
類
三
〇
三
一
―
電

類
三
〇
一
三
―
無
線
通
信
機
械
器
具
製
造
業
、
細
分
類
三
〇
三
一
―
電

子
計
算
機
製
造
業
（
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
除
く
）
、
細
分
類

子
計
算
機
製
造
業
（
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
除
く
）
、
細
分
類

三
〇
三
二
―
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
製
造
業
、
細
分
類
三
〇
三
三

三
〇
三
二
―
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
製
造
業
、
細
分
類
三
〇
三
三

―
外
部
記
憶
装
置
製
造
業
、
細
分
類
三
七
一
一
―
地
域
電
気
通
信
業
（

―
外
部
記
憶
装
置
製
造
業
、
細
分
類
三
七
一
一
―
地
域
電
気
通
信
業
（

有
線
放
送
電
話
業
を
除
く
）
、
細
分
類
三
七
一
二
―
長
距
離
電
気
通
信

有
線
放
送
電
話
業
を
除
く
）
、
細
分
類
三
七
一
二
―
長
距
離
電
気
通
信



業
、
細
分
類
三
七
一
三
―
有
線
放
送
電
話
業
、
細
分
類
三
七
一
九
―
そ

業
、
細
分
類
三
七
一
三
―
有
線
放
送
電
話
業
、
細
分
類
三
七
一
九
―
そ

の
他
の
固
定
電
気
通
信
業
及
び
細
分
類
三
七
二
一
―
移
動
電
気
通
信
業

の
他
の
固
定
電
気
通
信
業
、
細
分
類
三
七
二
一
―
移
動
電
気
通
信
業
、

細
分
類
三
九
一
一
―
受
託
開
発
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
、
細
分
類
三
九
一
二

―
組
込
み
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
、
細
分
類
三
九
一
三
―
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
業
、
細
分
類
三
九
二
一
―
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
業
及
び
細
分

類
四
〇
一
三
―
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
サ
ポ
ー
ト
業

九

細
分
類
三
九
一
一
―
受
託
開
発
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
、
細
分
類
三
九
一

［
号
を
加
え
る
。
］

二
―
組
込
み
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
、
細
分
類
三
九
一
三
―
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
業
、
細
分
類
三
九
二
一
―
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
業
及
び
細

分
類
四
〇
一
三
―
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
サ
ポ
ー
ト
業
（
た
だ
し
、
対

内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
財
務
大
臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
業
種
を
定
め
る
件
（
令
和

二
年
内
閣
府
、
総
務
省
、
財
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農

林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環
境
省
告
示
第
五
号
）
に

掲
げ
る
業
種
に
該
当
す
る
受
託
開
発
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
、
組
込
み
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
業
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
、
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス

業
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
サ
ポ
ー
ト
業
に
属
す
る
事
業
以
外
に
あ

つ
て
は
、
対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
財
務
大
臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
業
種
を
定
め
る
件
（

平
成
二
十
六
年
内
閣
府
、
総
務
省
、
財
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労

働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環
境
省
告
示
第

一
号
）
別
表
第
三
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
（
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
別
表
第
三
事
業
」
と
い
う
。
）
に
付
随
し
て
実
施
し
、
又
は
別

表
第
三
事
業
の
み
を
営
む
親
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八

十
六
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
親
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
当
該
親
会
社
の
子
会
社
（
同
法
第
二
条

第
三
号
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
）
の
う
ち
別
表
第
三
事
業
の
み

を
営
む
も
の
の
た
め
に
実
施
す
る
受
託
開
発
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
、
組
込



み
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
、
情
報
処
理
サ

ー
ビ
ス
業
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
サ
ポ
ー
ト
業
に
属
す
る
事
業
（

当
該
事
業
を
営
む
会
社
の
他
の
も
の
（
当
該
会
社
の
関
係
会
社
（
会
社

計
算
規
則
（
平
成
十
八
年
法
務
省
令
第
十
三
号
）
第
二
条
第
三
項
第
二

十
二
号
に
規
定
す
る
関
係
会
社
を
い
う
。
）
の
う
ち
別
表
第
三
事
業
の

み
を
営
む
も
の
及
び
当
該
別
表
第
三
事
業
の
み
を
営
む
他
の
会
社
を
除

く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
委
託
を
受
け
て
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
の
開
発
を
行
う
も
の
、
他
の
も
の
が
保
有
す
る
デ
ー
タ
を
扱
う
情

報
処
理
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
も
の
及
び
他
の
も
の
か
ら
委
託
を
受
け

て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
サ
ポ
ー
ト
業
を
提
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）

を
除
く
。
）

備
考

［
略
］

備
考

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
適
用
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
五
月
八
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
財
務
大
臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
業
種
を
定
め
る
件
（
次
項
に
お
い
て
「
新
業
種
告
示
」
と
い
う
。

）
別
表
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
適
用
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を

経
過
し
た
日
以
後
に
行
う
特
定
取
得
（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第

六
十
号
）
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
定
取
得
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
新
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る

特
定
組
合
等
が
行
う
特
定
取
得
に
相
当
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
取
得
に
相
当
す
る
も
の
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
し
、
同
日
前
に
行
っ
た
特
定
取
得
又
は
特
定
取
得
に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
財
務
大
臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
業
種
を
定
め
る
件
別
表
に
係
る
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
外
国
為



替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
適
用
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た

日
前
に
行
っ
た
同
項
に
規
定
す
る
特
定
取
得
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
取
得
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
新
業

種
告
示
別
表
に
掲
げ
る
業
種
に
該
当
し
な
い
業
種
に
係
る
特
定
取
得
に
つ
い
て
は
、
対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命

令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
。


	Taro-②200420_【改め文】特定取得指定業種告示(準備→確定)
	Taro-②200420_【新旧】特定取得業種告示（新旧方式）(準備→確定)v
	Taro-②200420_【改め文】特定取得指定業種告示(準備→確定)

